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運営等、包括的な技術的支援を行うことが求められる。しかし、こうした支援体制は整

っておらず、効率的な支援は行われていない。 

(5) 地方政府の不明確な農業開発政策 

各県では、2003/04年から2005/06年の3年間を期限とするRolling Planが全セクターを対象

として策定されているが、具体的に「どの作物をどこでどの様に推進する」といった目

標の設定が明確になっていない。現在、農業生産は、多種に亘る作物の導入で農産物の

生産が多様化している。しかし、これら多様化計画の大半は、更なる進展や本来期待し

た開発目標を達成することなく初期段階のまま停滞・中断している。地方行政機関は、

この点に十分視点を当て、今後の改善方策や重点開発の方針を再度練り直す必要がある。 

政府は、現在、水利権にかかる法令を定め、湿地の利用・開発について水利権の取得を

指導している。しかしながら、水利権取得に掛かる費用、また、取得後の水利費は、農

業生産、特に小農グループの小規模開発では到底賄い得ない異常に高額なものとなって

いる。この件は、国家計画のPMAの間で大きく矛盾するものであり、早急に善処・見直

しが必要である。 

 

5. 開発計画（D/P）（英文報告書 CHAPTER 5） 

5.1 はじめに（英文報告書 5.1） 

D/Pについて述べる前に、第4章で行った調査対象地域農業セクター全体の分析・評価の

結果に基づいて持続型灌漑開発にかかる開発ポテンシャル及び開発阻害要因を以下に整

理する。 

まず、4.1節で分析したとおり、調査対象地域の土地及び水資源に限って言えば、調査対

象地域の灌漑水田開発ポテンシャルは非常に大きい。調査対象地域の既存水田面積は、

約69,000 ha（Kibimba灌漑地区を除いた面積）あり、これに新規水田開発ポテンシャルと

して推計された約104,000haを加えると、持続型灌漑開発の対象となる面積は173,000 ha
となる（現状の約2.5倍）。新規水田開発ポテンシャルは、湿地環境保全のために示され

ているガイドライン、即ち、「湿地の農用地への転用は各湿地セクションで25%まで」を

適用するとともに、利用可能な水資源を推測して概算した。 

また、4.2節に述べた農業開発阻害要因のうち、持続型灌漑開発における阻害要因を整理

すれば次のとおりである。 

1) 伝統的な土地所有慣行：農村の伝統的土地所有慣行と政府土地法の間に大きな乖離

がある。農村の土地所有慣行の下では、水田用地の多くは大地主によって所有され

ている。 
2) 湿地の乱開発：上記した慣行下で、湿地の農地への転用は盛んに行われており（毎

年3,000～5,000ha）、政府の規制やガイドラインは有効に機能していない。 
3) 弱い農業支援制度：PMAのもとで、NAADSによる農業支援の民営化が行われている

が、水稲生産に対する支援は殆ど行われていない。NAROにおいても水稲栽培技術の

蓄積が十分でない。水稲栽培技術を有する普及員は、P/Pで訓練した13名を除き、中

央にも地方にも存在せず、農民の小規模灌漑開発を適切に支援できる技術者もいな

い。 
4) 生産技術の不足：上記した制度的な弱さにより、小農の水稲栽培及び灌漑開発は伝
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短期計画短期計画
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中期計画中期計画
(2011(2011--20132013年年))

長期計画長期計画
(2014(2014--20172017年年))

体制づくり及び体制強化体制づくり及び体制強化

学習・訓練学習・訓練
ステージステージ

運営・実施ス運営・実施ス
テージテージ

拡大

ステージステージ

小規模灌漑スキーム小規模灌漑スキーム(2017(2017年年) : ) : 20,000 ha20,000 ha
ドホ総合開発計画ドホ総合開発計画(2017(2017年年)) : : 2,700 ha2,700 ha

6363スキームスキーム::
630 ha630 ha

400400スキームスキーム::
4,000 ha4,000 ha

1,5371,537スキームスキーム::
15,370 ha +15,370 ha +

2,700 ha (2,700 ha (ドホドホ))

短期計画短期計画
(2008(2008--20102010年年))

中期計画中期計画
(2011(2011--20132013年年))

長期計画長期計画
(2014(2014--20172017年年))

体制づくり及び体制強化体制づくり及び体制強化体制づくり及び体制強化体制づくり及び体制強化

学習・訓練学習・訓練
ステージステージ

学習・訓練学習・訓練
ステージステージ

運営・実施ス運営・実施ス
テージテージ

拡大

ステージステージ

小規模灌漑スキーム小規模灌漑スキーム(2017(2017年年) : ) : 20,000 ha20,000 ha
ドホ総合開発計画ドホ総合開発計画(2017(2017年年)) : : 2,700 ha2,700 ha

6363スキームスキーム::
630 ha630 ha

400400スキームスキーム::
4,000 ha4,000 ha

1,5371,537スキームスキーム::
15,370 ha +15,370 ha +

2,700 ha (2,700 ha (ドホドホ))

開発シナリオ 

統的慣行法で行われており、コメの単位収量は当然低く、また、年生産量も不安定

である。 
5) 弱体な農民組織：農民の組織化率は低く、農民組織の運営にかかる技術レベルも低

い。 
 
5.2 開発基本構想（英文報告書 5.2） 

東部ウガンダ持続型灌漑開発計画の開発基本方針は、ウ国政府の政策並びに調査対象地

域が有する開発ポテンシャル及び阻害要因の分析結果に基づいて次のとおり設定した。 

1) 上位計画であるPEAP及びPMAの枠組みと整合したものとして立案する。 
2) 本開発調査の命題である持続型灌漑開発は、提案する計画が①環境面で持続可能で

あること、また、②参加する組織及び農民にとって長期に亘り管理可能であること

として捉え、これを推進する計画とする。 
3) 灌漑稲作が調査対象地域内の農業の一部であることを踏まえ、提案するD/Pは域内の

農業生産全体の向上に寄与するものとして策定する。 
 
5.3 持続型灌漑開発アプローチ（英文報告書 5.3） 

D/Pは以下のアプローチによって構想し、持続可能な灌漑開発を目指すこととする。 

1) 共通課題へのアプローチと地域別課題へのアプローチ：前者は、調査対象地域内に

共通する問題や課題への対応を主に組織・制度の面で図る構想である。後者は、地

域特有の問題や課題への技術的対応を図るものである。 
2) 段階的アプローチ：D/Pは、段階的開発を基本に、短期・中期・長期の3段階に区分

して計画する。また、数カ所の小規模灌漑スキームを先行させ、モデル開発として

実施し、技術的なデモンストレーションの機能を持たせ、その後の開発計画実施地

区のモデルにする段階的アプローチも計画する。 
3) 環境面で持続的なアプローチ：ウ国環境法規を十分に踏まえた計画とするとともに、

自然環境保全を積極的に進める計画とする。 
4) 参加型アプローチ：D/Pは、コミュニティーをベースとした小規模開発を参加型手法

の適用によって推進する計画とする。 
 
5.4 持続型灌漑開発計画（英文報告書 5.4） 

5.4.1 開発ターゲット（英文報告書 5.4.1） 

D/Pの目標年は、PEAPで設定されている目

標年と同じく2017年とする。開発ターゲッ

ト、即ち、2017年の灌漑開発面積及び水稲

生産量は、次の開発シナリオに基づいて設

定した。 

短期計画（2008-2010年）は、持続型灌漑開

発を行うための体制作りの期間として位置

付け、各県で実施する小規模灌漑スキーム

開発の中でパイロットスキームとしてそれ

を行う。パイロットスキームは、灌漑技術
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者や普及員、農民を集中的に教育・訓練する場として設置する。短期計画期間中におけ

るパイロットスキームの数は、各県それぞれに3年間で3スキームを計画する。これに伴

う21県全体の灌漑開発面積は各スキームの平均面積を10 haとして、3年間で630 haである。

短期計画では、また、中・長期計画の中で行う小規模ため池開発のための調査及びドホ

総合開発計画にかかるF/Sを実施する。 

中期計画（2011-2013年）は、短期計画の中で訓練を受けた灌漑技術者や普及員が農民を

支援して灌漑開発並びに水稲栽培技術の普及を推進する期間と位置付ける。この期間に

開発する小規模灌漑スキームの数は、各県それぞれで毎年5～8スキームを計画する。こ

れに伴う21県全体の灌漑開発面積は、3年間で4,000 haとなる。中期計画の中では、小規

模ため池の建設を計10ｹ所で行う。調査対象地域では降雨パターンが不安定で、ため池無

しで十分な灌漑用水を安定的に供給することは極めて困難であり、特に乾期における灌

漑用水の保証についてはかなり限定的なものとなる。従って、二期作の可能な面積を拡

大し、単位収量の安定的向上を図り、且つ、湿地への更なる侵入を抑える観点から流域

上流部におけるため池の開発は重要となる。ドホ総合開発計画については、F/Sの結果を

受け、開発対象地区水利権の確定作業を周辺部の水田地区を含めて行った後、中期計画

の後半から建設事業に着手する。 

長期計画（2014-2017年）では、灌漑技術者や普及員の指導のもとで、小規模灌漑スキー

ムの数を増加させる期間と位置付ける。小規模ため池開発も併せて推進し、12ｹ所の建設

を行う。小規模スキームの建設は、各県毎に毎年約18スキームを計画する。これにより、

21県全体の灌漑開発面積は4年間で15,370 haとなる。また、ドホ総合開発計画の建設事業

は、長期計画の中で完成させる。 

以上計画の実施を通じ2017年までに達成する小規模灌漑スキームの開発目標は、約

20,000 haである。このうち、既存灌漑施設の改修・改良が10,000 ha、関連法規やガイド

ラインに則った新規開発が10,000 haである。また、ドホ総合開発計画により2,700 haが改

修・整備される。一方、小規模農家による無秩序な新規開田は以上のD/P実施期間中にも

継続することが予想されるので、この面積を暫定的に40,000 haと見込んだ（毎年の開田

4,000 ha相当）。このうち、D/Pに取り込み、湿地Wise Useに配慮した開発において農民指

導を行うことができるのは前述のとおり四分の一の面積、10,000 haである。 

以上のシナリオ及び開発予測に基づく2017年におけるコメの期待生産量は、ドホ総合開

発計画地区の生産を含め次のとおりである。 

D/P を実施した場合の調査対象地域の水稲生産量 
 小規模灌漑ス

キーム開発 
ドホ総合開発

計画 
D/P外の水田（将来

開田分を含む） 
合 計 

水田面積（ha）  20,000  2,700  86,300  109,000 
籾単位収量（ﾄﾝ/ha）  5.0  6.0  1.83 - 
作付け率  1.8  2.0  1.4 - 
籾生産量（ﾄﾝ）  180,000  32,400  220,320  432,720 
コメ生産量（ﾄﾝ）  122,400  22,030  149,820  294,250 
各開発の生産割合（%）  41.6  7.5  50.9  100.0 

一方、D/Pを実施しない場合の生産量は以下のとおり推計される。 
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D/P を実施しない場合の調査対象地域の水稲生産量 
 

既存水田 
ドホ（含周辺

地区） 
将来開田分 合 計 

水田面積（ha） 66,780  2,220  40,000  109,000 
籾単位収量（ﾄﾝ/ha） 1.83  2.85  1.83 - 
作付け率 1.4  1.7  1.4 - 
籾生産量（ﾄﾝ） 170,490  10,760  102,120  283,370 
コメ生産量（ﾄﾝ） 115,930  7,310  69,440  192,680 
各開発の生産割合（%） 60.2  3.8  36.0  100.0 

D/Pを実施した場合と実施しない場合の比較におけるコメの増収効果は約101,600トンと

見込まれる。これは2017年のウ国コメ消費量（概算で約429,100トン）の約24%に相当す

る。 

5.4.2 D/Pの計画期間（英文報告書 5.4.2） 

D/Pの実施期間については、開発計画目標年の2017年までを大きく次の三期に分けて計画

した。即ち、本調査終了後の2008～2010年までを短期、2011～2013年までを中期、また、

2014～2017年までを長期として計画した。 

5.4.3 D/Pの概要（英文報告書 5.4.3） 

持続可能な開発を確実なものにするためには、以下の４つの対策事項の達成が不可欠で

ある。即ち、①灌漑用水の安定的な供給を基本とした土地・水資源開発、②水稲栽培技

術水準の向上、③農民組織の組織化・活性化及び協同組合化に向けた組織的能力の向上、

④湿地環境保全とバランスした開発である。また、これら4点を実現するための、事業実

施機関の制度的機能の向上・強化も併せて必要である。 

D/Pの重要なコンポーネントは以下のとおりである。 

(1) 土地・水資源開発コンポーネント 

・既存水田の改修（Rehabilitation） 
・既存水田の改良（Improvement） 
・季節的湿地内における他作物から水田稲作への転換・多様化（Diversification） 
・新規水田開発 
・水田背後地開発 
・小規模ため池計画の策定（F/S）及びため池の建設 
・灌漑技術者の育成 

(2) 生産技術開発コンポーネント 

・栽培技術を対象とする試験研究改善（栽培試験及び種子増殖） 
・農機具及び資源循環型農法の導入による耕種法改善 
・展示圃の運営や普及員の技術訓練を通じた普及システムの改善 

(3) 組織・制度開発コンポーネント 

・協同組合の組織化及び活性化 
・稲作支援諸制度の改善 

(4) 環境保全コンポーネント 

・農村コミュニティーによる湿地管理システム強化 
・湿地環境モニタリングシステムの設置 
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各コンポーネントの要点は以下のとおりである。 

(1) 土地・水資源開発コンポーネント 

1) 既存水田の改修（Rehabilitation）プログラム 

改修プログラムでは，既存のタイプIIとIIIの水田について湿地の持続的利用を念頭におき

畦畔の補強や水路の補修を行って水稲の反収増を図る。 

2) 既存水田の改良（Improvement）プログラム 

改良プログラムでは、現状のタイプを一歩進んだタイプにレベルアップするための改良

を行うとともに灌漑技術の高度化を図る。以下に、改修・改良プログラム策定にあたっ

ての留意事項をまとめる。 

a) タイプ-Iの内、50%内外の水田は洪水の影響が強く継続的な利用が難しい。こう

した水田は、そのまま手を付けず、湿地帯のバッファーゾーンとして元の湿地

に自然に戻ることを期待する。改良効果がある残りの50%については、タイプ

－IIへのレベルアップを手当てする。 
b) タイプ-II及びタイプ-IIIの50%の面積については改修（Rehabilitation）を計画す

る。残りの50%は、それぞれ上位のタイプへの改良（Improvement）を計画する。 
c) 既に民営化されているKibimba大規模灌漑スキームについては、計画に含めない。 
d) ドホ灌漑スキームは、リハビリ後に農民組合にその運営が移される予定である

ことから、改修及び改良をD/Pに含めることとした。 

3) 転換・多様化（Diversification）プログラム 

季節的湿地内における畑作物（ソルガムやヒエ）から水田稲作への転換・多様化プログ

ラムは、灌漑用水源が確保できる範囲で計画する。コメの単位収量並びに収益性が他の

作物に比較して高いことから、農民の所得向上及び地域の食糧増産に寄与することが期

待できる。このプログラム対象地区では、タイプ-II、タイプ-III或いは更に高度化を図っ

たタイプ-IV（含、農道整備）の開発を行い、適切な灌漑稲作技術の普及を目指すことと

する。 

4) 新規水田開発プログラム 

今後も繰り返されるであろう無計画な湿地開発を抑制する観点から、適切な水田開発計

画の策定は短期的な課題として重要である。従って、新規水田開発ポテンシャル地域で

は、湿地環境に配慮した持続的灌漑開発にかかる農民訓練を行う場として短期計画の中

で位置付け計画する。実施にあたっては、タイプ-II、タイプ-III或いはタイプ-IVの開発

を計画することとする。 

5) 湿地背後地の開発プログラム 

このプログラムでは、湿地周辺部の傾斜地に集水溝を建設し、無効に流下する表流水（天

水）を受け止めて集水し、地下浸透を促進させて土壌水分の涵養を図り、陸稲や野菜等

収益性の高い作物の導入を可能とする。集水溝は湿地背後地の土壌浸食を軽減させる効

果も大きく、また、下流部水田への水供給効果も期待できる。 



- 27 - 

6) 小規模ため池開発プログラム 

小規模ため池の必要な流域としては、低平地の丘陵に位置している流域が比較的水資源

の有効性が低く、開発の対象となる。流域単位の開発として概ね500haを1単位として小

規模灌漑スキームのグループ化を図る。この計画では、流域上流部に小規模のため池を

建設し、水稲二期作の導入による土地利用の高度化・効率化と生産の安定化と増産を図

り農民の湿地内への更なる侵入を抑制するとともに流域内の湿地保全のための安定的水

供給を可能にする。ため池の建設は、D/P対象の20,000haについて、全40流域単位に対し

22ｹ所を計画している。短期計画においては、ため池計画の測量、地質、社会経済的影響

等の基礎調査及びEIAを含む実施計画調査（F/S）を実施する。ため池の建設は、以上の

調査結果に基づき中・長期計画の中で行うこととなる。 

建設予定の小規模ため池には以下の多目的利用の機能が期待できる。 

a. ため池の洪水調節能力、特に洪水のピークカット効果。 
b. 乾期の流量確保により周辺村落への生活雑用水の供給や灌漑用水の保証で水稲二期

作が可能となる。なお、水田に対する灌漑は、その 30％から 40％が還元水として下

流に反復するので湿地の環境保全に役立つ。 
c. ため池のヘッドを利用した小水力発電の導入。 
d. ため池養魚は、農家の副業振興と地域の蛋白源の供給に寄与できる。 

小規模ため池の建設にかかるF/SやEIA、地元農民との合意形成等は、短期計画の中で行

う。小規模ため池の建設は中・長期計画の段階で実施する計画である。なお、建設工事

は、県の訓練された灌漑担当職員の監督の基に国内建設業者に委託して実施することと

なる。 

7) 灌漑開発のための人材育成 

a. 県の灌漑担当職員の養成 

現在、灌漑技術者は極めて少なく、A/P期間中に県の職員初めNAADS、NGO等の灌漑技

術者を早急に養成する必要がある。灌漑技術者の所要人数は、一人当たり約200haの地区

分担、即ち、個別の20スキームについて農民の合意形成、参加型による工事の監督等を

行うものとし、目標の2万haに対して約100名を予定する。但し、各県の開発ポテンシャ

ルはそれぞれ異なるので、必要な灌漑技術者の養成数は県別の開発可能面積により調整

することとする。 

b. MAAIF における灌漑技術職員 

MAAIFの中央省庁としての役割に鑑み、省の灌漑技術職員には高度な教育と技術を習得

させることが必要である。従って、これら職員は、灌漑先進国であるフィリピン、タン

ザニア、ケニア、必要に応じて日本に派遣して教育・訓練することとする。訓練計画で

は、灌漑技術職員を毎年2名宛て1年間のコースを受講させ、A/P期間の3年間で都合6名を

養成する。これらの職員は教育・訓練の後、現場並びに中央政府において灌漑開発にか

かる職務に携わり、更に、県の灌漑技術職員を指導・監理して計画事業の実施を推進す

る。 
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(2) 生産技術開発コンポーネント 

1) 稲作試験研究の改良プログラム 

稲作試験研究の改良プログラムには、以下のサブ・プログラムが含まれる。 

a. 栽培試験サブ・プログラム：品種適応試験、栽培適期試験、施肥量試験、適正

栽植密度試験、等 
b. 種子増殖サブ・プログラム：奨励品種の原種保存並びに普及種子の増殖・生産 

2) 耕種法改善プログラム 

このプログラムには、以下のサブ・プログラムが含まれる。 

a. 栽培技術の展示サブ・プログラムにおいて、健苗の育成を目的とした苗代技術、

正条植えを基本とした栽植技術、適切な除草、病害虫対策、収穫、脱穀等にか

かる技術の展示・指導を行う。 
b. 農具並びに農機具改善サブ・プログラムでは、ウ国で調達可能な資材を利用し

た農具・農機具の製作技術の普及と製作者の養成を図る。この一環として、

Nakawa職業訓練所を利用した大工、鍛冶屋、溶接工等、地方の技能者を対象と

して農機具製作・普及のための訓練を行う。 
c. 資源循環型農業（有機農業）導入サブ・プログラム：稲作副産物である稲藁や

モミ、ヌカ・砕米等の利用は現状では全く行われていない。しかし、これらは

域内の重要な資源であり、稲藁やモミの畑地への還元（有機肥料、マルチ材料

等）、ヌカ・砕米の家畜飼料としての利用等により畑地農業や畜産の振興に寄与

することが期待できる。また、稲藁堆肥を利用したキノコ栽培の導入等による

新しい収入源の創出も大きな可能性として期待できる。 

3) 稲作改良普及員の育成プログラム 

伝統的稲作から反収及び収益性の高い改良稲作への転換を指導する要員として稲作改良

普及員を養成する。この要員養成は、県の農業技術者、郡の普及員、更にはNGOの農業

技術スタッフを対象として行う。対象要員の技術訓練や能力開発は、計画初期の段階に

設置を予定しているドホ灌漑スキーム内稲作試験区並びに各県の小規模灌漑スキームの

運営において実地に実務を通じて行う。 

4) 稲作支援諸制度の改善プログラム 

このプログラムでは、上述した稲作改良普及員養成プログラムで教育・訓練する稲作改

良普及員を中心に地域的な技術普及の体制を組織化し、NAADSのサービスプロバイダー

として機能できるよう図る。また、農業普及サービスの改善に加え制度金融（In-kind based 
Micro Credit）、種子銀行(Seed Bank Scheme)等の稲作支援機能の設立を推進し、灌漑稲作

のより確実な普及の進捗を支援する。これら対策的活動は、開発初期段階で行う小規模

灌漑スキームの実地運用の中で、実務を通じて実現してゆく方式とする。 

(3) 組織・制度開発コンポーネント 

持続型灌漑開発のための農民組織は、三つの機能を持つ必要がある。即ち、灌漑施設維

持・管理のためのWUAとしての機能、湿地を持続的に利用するための湿地利用組合（WA）

としての機能、また、将来的にはコメの生産及び市場流通を目的とした協同組合

（Cooperative）としての機能である（下図参照）。 
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こうした多機能を有する農民組織開発においては、農業生産と自然資源管理の二つのセ

クターにまたがる課題に対応する必要があり、異なる専門分野からの技術支援が必要と

なる。 

下表は、上記した3つの異なる組織の登録を担当する政府機関をまとめたものである。ま

た、これらの3つの組織の基盤として、CBOとしての登録が必要であることから、これも

下表に含めた。 

農民組織の機能及び登録先 
農民組織の機能 登録先 

CBO 県コミュニティーサービス事務所 

湿地利用組合（WA） 水・環境省（CWMP作成後に申請する） 

水利組合（WUA） 
WUAは制度そのものがない。しかし、CBOとして県コミュニティー開発担当

事務所に登録することを推奨する。（法律に基づく要件ではないが、WUAや協

同組合としての活動を展開するために必要） 

協同組合 県組合担当者を経由して観光・貿易・工業省の組合局へ登録する。 

現在、一般的に進められている農民組織の形成は、組織の目的を限定したものであり、

長期的な開発を視野に入れた複数の専門分野からの総合的支援はあまり行われていない。

また、そうした指導を可能にする技術職員間の協力体制も整っていない。さらに、組織

運営に必要な知識や技能の強化に対する指導も十分ではない。従って、こうした点を克

服するため、D/Pの期間中に行う農民組織育成は以下の要領で実施する。 

1) 持続型灌漑開発のための農民組織育成プログラム 

農民組織育成のための訓練プログラムは、県職員を対象としたガイダンス2日間と農家及

び郡職員を対象とした７セッション20日間で構成される。後者の訓練は、灌漑開発対象

地区で実施され、訓練項目は、持続型湿地利用、各組織設立・登録手続き、組織運営、

資金管理及び持続型灌漑開発である。訓練で使用される手法は、参加型で成人がもっと

も効率的に学ぶことができる環境を作るように留意する。（プログラム実施プロセスの

詳細は、Pilot Project Reportの2.3節を参照。） 

持続型灌漑開発において農民組織が持つべき３つの機能 

Irrigation
Development and

Management

Producers/
Marketing Group

Wetland
Management

Functions of
Farmers'

Organisation
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農民組織育成のための訓練プログラム 

 研修項目 
日

数
セッション概要 

1. 
湿地での稲作のための農民組織

の育成（県職員） 
2 

湿地での稲作のための農民組織、参加型灌漑開発、土地

収用に必要な許認可についての紹介 

2. 湿地管理と農家生計 2 
持続的な湿地利用の紹介、農家生計と湿地管理の関連分

析について 

3. 湿地での水稲生産組合 3 
異なるタイプの農民組織について 

水稲生産、湿地利用、灌漑利用組合 

4. CBOの登録 2 CBO設立の流れと登録手続き 

5. 組織力向上 3 問題分析手法、行動計画、記録管理 

6. 
農民組織のための資金形成・運

用 
3 資金管理、異なるタイプの資金源 

7. 農業支援サービスへのアクセス 3 各種農業支援サービスへのアクセス方法  

8. 参加型灌漑開発 4 
参加型灌漑開発、合意形成、O&Mの記録管理、 

湿地利用組合として登録するための手続き 

  合計 22  

2) 制度開発  

持続型灌漑開発を推進するには、制度の整備が重要である。第一に、灌漑技術者の育成、

第二にはMAAIF内に灌漑担当部門の設立が必要となろう。さらに、稲作の適正技術普及

のための効果的普及制度の構築も不可欠である。これらの点は、すでに土地・水資源開

発及び生産技術開発プログラムの中で記載されたとおりである。ここで強調したいのは、

総合的な視点から持続型灌漑開発を推進するための国・県レベルにおける担当機関・職

員の調整機能を構築することである。国レベルの調整主体 （Coordination Committee）
は、MAAIFの主導で、関係機関の参加のもと、政策対話を促進する場として機能する。

ここでは、持続型灌漑開発のための政策協議を行うとともに、県レベルで同様の機能を

持つ組織として設立を推奨する県タスクフォースのTOR作成、計画実施モニタリング、

技術支援等も行うこととする。県タスクフォースは農民組織に対する総合的な支援を行

うことを目指し、湿地環境、農業、灌漑、組合育成等の県担当職員の参加により、計画

遂行のための役割分担、モニタリングを実施することとしたい。 

(4) 環境保全コンポーネント 

1) 農村コミュニティーによる湿地管理システム強化プログラム 

このプログラムも小規模灌漑スキームの中で実施する。村落ベースで行う灌漑開発を含

む湿地の開発及び利用をどの様な体制や手続きで湿地環境にやさしい形で推進するかに

ついて小規模灌漑スキームの中で中央及び地方政府の関係者が農民とともに検証する。 

2) 湿地環境モニタリングシステム設置プログラム 

灌漑開発が湿地環境に与えるインパクトについて継続的にモニタリングするシステムを

構築する。このシステムには、灌漑開発を管轄するMAAIF及び湿地環境保全を管轄する

NEMA及びWID、これらを県レベルで担当する地方政府、さらにはモニタリングを技術

的に支援するDWD（水開発局、水・環境省）、マケレレ大学、保健省が含まれる。 
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5.4.4 D/Pの実施計画（英文報告書 5.4.4） 

(1) 土地・水資源開発コンポーネント 

1) 小規模灌漑スキーム開発 

東部地域の地理的、気象的な条件から考えると洪積台地はあまり広くなく沖積層として

の湿地の広がりはあまり大きくはなっていない。湿地の周辺は、即、丘陵傾斜地となっ

ている。このような地形的条件のため殆どの湿地はあまり大規模の開発には適していな

いと考えられる。もし、流域内の湿地全体を一つの灌漑地区として取り扱い計画・設計

した場合には、灌漑地区は流路に沿った細長い地形のため灌漑面積の広がりが少ないま

ま灌漑水路の延長だけが長くなり、従って、灌漑損失が大きくなり技術的にも経済的に

も効率の悪い灌漑スキームとなってしまう。また、スキームが大規模となった場合、関

係農民の数も多くなり合意形成や農民組合、水利組合等の組織編成も難しく、調整に余

計な時間がかかることとなる。 

以上の難点を回避して効率の良い灌漑スキームの建設を進めるには、湿地に沿って小規

模の灌漑地区をいくつも設置するのが良い。この方式では、水路の規模も小さく、関係

する農民の数も少ないため合意形成や農民組合の編成が容易で円滑な灌漑地区の建設が

期待できる。小規模灌漑のメリットとしては、更に、上流地区からの排水（還元水）が

下流域の灌漑用水源として取水が期待でき、且つまた、湿地保全の水源として有効利用

も可能となり、持続的な灌漑事業と湿地環境の保全双方を同時的に支持できる賢い利用

を実現する。 

2) 小規模ため池開発 

湿地の流域については、頂上標高EL.4,321ｍのElgon山に源を発する水源が豊かなElgon
山系の流域を持つものと、比較的低平地の丘陵を源流とする小規模の流域しかない湿地

の2種類がある。低平地丘陵の流域は、流出率も低く、水源はあまり豊富とは云えず、不

規則な降雨の影響を直接受ける不安定な要素をもつ。この低平地流域に属する県は全体

21県の内15県が該当する。小規模ため池計画は、従って、この低平地の丘陵に流域を持

つ湿地において実施することとなる。各県の開発可能面積に対応し、22ｹ所の小規模ため

池を計画する。ため池のF/SやEIAは短期計画期間中に完了することとする。 

低平地の丘陵流域における湿地では、水源が十分になく、特に乾期の水が乏しいため水

稲の二期作が難しい状況にある。このため小規模農家の生計を維持するに必要なコメの

生産量を確保するためには、小規模ため池を建設して水稲の二期作を可能にし、よって、

作付け率の向上により農民の湿地への更なる不法侵入を少しでも軽減する効果を期待す

る。なお、小規模ため池は、水田灌漑のみならず、内水面漁業や湿地環境保全機能等多

目的な利用が可能であり、建設の大きい効果が期待できる。加えて、小規模ため池によ

る灌漑には、新たな灌漑用導水路の建設の必要がなく、湿地の上流部分に建設する小規

模ため池から用水を下流湿地へ放流すれば、途中、小規模灌漑スキームでの取水が可能

となり、小規模ため池の高い経済効果が期待できる。 

3) 調査対象地域の類型化 

土地・水資源開発では、調査対象地域、旧13県の類型結果に基づき、地域別に次の整備

を行う。 
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1) グループ１：既存水田の改修（Rehabilitation）と水源開発による灌漑保証率の改

善と安定化 
2) グループ２：既存水田の改良（Improvement）と水源開発による灌漑保証率の改

善と安定化 
3) グループ３：生産基盤整備を行い季節的湿地内における畑作物から水田稲作へ

の転換または田畑輪換を含む耕種の多様化（Diversification） 
4) グループ４：新規灌漑水田の開発 

上記した内容を踏まえた土地・水資源開発コンポーネントのD/P実施計画は、以下のとお

りである。 

短期計画 

グループ１及び２に区分された県では、既存灌漑水田の改修・改良に優先順位を与える。

これらの県では、湿地の農地への転換が既にNEMAの基準を超えている。従って、灌漑

施設と圃場整備に併せ、耕種法の改善を行い、耕地の高度利用と単位面積当たりの生産

性を高める必要がある。これにより、農民の更なる湿地への侵入を抑えられることが期

待できる。また、既存水田の改修・改良は、新規開発に比較して経済的にも有利である

と判断できる。一方、グループ３及び４に区分された県では、近年、政府のコントロー

ルがないまま水田開発が急速に進んでいる。「湿地は国民のもの」という理解に基づいた

関連法規やガイドラインと、「湿地に伝統的所有権を主張し既に湿地内で水田を開発・利

用している」農民の湿地に対する理解との間には大きな落差と隔たりがある。従って、

これらのグループに区分された県では、政府が推進する「湿地のWise Use」を農民参加

の下で如何に行うかが鍵となる。短期的には、中央及び地方の政府関係者並びに湿地を

利用する農民（漁民や畜産農家を含む）の参加を得て幾つかのパイロットスキームの建

設を行い、その過程で湿地のWise Useにかかる適切な開発手法を確立することとする。 

灌漑開発は流域単位で計画し、長期計画の中で段階的開発を基本に水源の確保を確実な

ものとする。なお、水源開発を含む総合的開発は、長期的展望の中で自然、社会・経済

的環境の因子を十分に検討し齟齬の生じないよう図る。短期的に行う灌漑開発は、全ス

キームを村落ベースの小規模開発として農民参加の下で行い、農民組織が灌漑施設の維

持管理を実地に学べる計画とする。 

ドホ灌漑スキームについては、周辺部の灌漑水田を含め、大規模灌漑改修事業としてF/S
調査を企画し、この期間に実施する。 

中・長期計画 

中・長期計画では、既存の灌漑水田の改修・改良スキーム及び新規の開発スキームとも、

短期計画の中で実施するパイロットスキームからの教訓を活かしつつ実施地区数を増加

させ、灌漑稲作開発面積の拡大を図る。 

中期計画及び長期計画の中で建設する小規模ため池は、それぞれ10ｹ所と12ｹ所を予定す

る。 

中期計画の早い段階では、短期計画で行うF/S調査の結果を踏まえてドホ総合開発計画の

資金手当てに見通しを立てる必要がある。中期計画の後半から実施するドホ総合開発計

画の建設では、灌漑・排水訓練センターの建設も併せて行う。 
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土地・水資源開発にかかる実施計画は、以下の表に要約したとおりである。また、ドホ

総合開発計画の実施計画についても以下の表に示したとおりである。 

土地・水資源開発プログラムの実施計画 

Present
Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Implementation of Pilot Schemes 
1) Number of Implementations in a Year 21 21 21 100 150 150 300 350 400 487

Accumulated Number of Schemes in each Term 21 42 63 100 250 400 300 650 1050 1537
Accumulated Number of Schemes 21 42 63 163 313 463 763 1113 1513 2000

2) Planning and OJT Period
Overall implementation Plan in districts 
Selection of Potential Site
OJT Training in the  P/P area
Irrigation & Drainage Plan for Short-term dev.

Human Resouces Dev. for Irrigation Engineering
1) District Irrigation Officerrs Training at Doho 1 2 2 1

Accumulated numbers per district 1 3 5 6
2) Overall Irrigation Officers (DIOs) Training 13 42 42 21

Accumulated numbers in 21 districts 13 55 97 118
3) MAAIF Irrigation Engineers Training in Abroad 1 2 2 2

Accumulated Number 2 4 6
Small Impounding 
1. Short-term Period

1) Inventory of Potential Dam sites and Find 2 Sites
2)

5 7 10
Agreement of Land Compensation for Reservoir area

3) EIA and Approval From NEMA
4) Selection of Contractor for Dam Construction

2. Mid- and Long-term Period
Dam Construction 3 3 4 3 3 3 3
Accumulated Number of Schemes 3 6 10 13 16 19 22

Operation and Maintenance of Pilot Schemes
1) Training of WUA Farmers at Doho
2) OJT Training at each Pilot Scheme Area
3) Establishment of Regulation for WUA
4) Registration of WUA

F/S and Implementation Plan by Local Consultants
for 22 Dam Sites

Items of Development Plan Short-term Mid-term Long-term

 

ドホ総合開発計画の実施計画 
Present
Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Short-Term Period
1) Feasibility Study 
2) Re-organaization and Unification of WUA
3) Establishment of CWMP and WA
4) EIA and Obtain Approval of Construction from NEMA
5) Water Right Registration 

2. Preparation of Implementation Fund
3. Implementation of Construction works

1) Irrigation and Drainage Training Center
(with demonstration farm and reserch facilities)

2) Re-construction of Doho and Surrounding Area

Long-TermItems of Development Plan Short-Term Mid-term

 

(2) 生産技術開発コンポーネント 

短期計画 

調査対象地域には水稲生産の大きなポテンシャルがあるにもかかわらず、水稲栽培技術

の改善や推奨品種選定等のための試験研究は、これまでの所あまり行われていない。従

って、短期的には、まず、不足している技術的情報を充足する目的で試験・研究を行う

必要がある。この試験・研究では、ドホ灌漑スキームの一部を利用して試験圃場を設置

し、先ず、NAROが進める「受益者参加型アプローチによる水稲栽培技術の試験・研究」
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を実施できる人材並びに稲作技術の普及要員を養成する。人材育成の対象には、各県の

普及員、NAADSのサービスプロバイダー並びにNGOの農業スタッフを予定している。 

以上と併せ、種子増殖・生産システムの確立をめざし、種子生産農家の養成を行う。ま

た、NARO、NAADS、種子会社及び種子生産農家の適切な連携体制（種子銀行スキーム）

を確立し、優良種子の適正管理と奨励品種の円滑な普及を図ることとする。即ち、開発

スキームそれぞれに所属する種子農家が増殖・生産した種子は、稲作農民組合の種子集・

出荷場に集められ、品種別に区分の上で夾雑物や未熟籾（青籾）等の 終選別・分離、

乾燥調整等、品質の調整・管理を行う。地域内の種子需要については、直接組合から販

売する。地域外の需要については、組合間の横の連携や種子会社の販売ルートに乗せ、

商品として出荷する。本体制の中、NAROには種子生産技術と種子の品質管理について

の制度的支援、また、NAADSには、種子増殖・生産の農民組合による商業化について技

術的、財政的支援を期待する。 

種子農家の養成と種子生産計画 

実施計画時期 稲作開発スキーム数 種子需要（kg） 種子圃場（ha） 種子農家数 

短期計画 63 6,300 0.5 5 

中期計画 4,000 40,000 3 to 5 45 

長期計画 15,370 152,700 15 ha around 75 
注： 開発計画20,000 haに対応する種子生産計画の 終到達目標は、種子農家75戸の養成、種子圃場15 ha、

年間生産種子量52,500 kg（年一作、3年間で157,500 kgを目標） 

耕種法の改善プログラムでは、水稲栽培技術の普及を担当できる普及員が各県に殆ど配

置されていない現状に鑑み、水稲栽培技術普及員やNAADSサービスプロバイダーの養成

が必要である。基本的には、普及員やNGOの農業スタッフに対する水稲栽培技術と普及

能力向上のための訓練をドホ灌漑スキームの一部に設置を計画している「稲作試験・研

究」の機能と課題を利用して実地に行う。なお、この技術訓練では、稲作技術に加えて

有機農業技術（特に稲作副産物の高度利用法）についても実習する計画である。ここで

訓練を受けた普及員等は、村単位で実施する開発スキームにおいて農民を指導して展示

圃を設置し、この運営の中で実地に稲作栽培技術の普及を図る。このシステムの確立は、

以降に述べる組織・制度開発コンポーネントの展開と併せて行うこととする。 

短期計画における稲作改良普及員の養成計画 

稲作改良普及員養成対象者 
稲作開発     
スキーム数 NAADS      

プロバイダー 
県農業改良   
普及員 

NGO農業要員 

稲作改良普及員
養成予定総数 

稲作改良普及員
一人当たり担当
スキーム数 

63 - 21 10 31 2 

現在、農民の殆どは鍬と山刀以外、農具らしき農具をもたず（一部で旧式ではあるが稲

刈り鎌も使用されている）、耕種法は極めて粗放なものとなっている。この地域において、

稲作を推進し、技術的に生産の安定を確立するには、適正農具・農機具を普及しつつ耕

種法の改善を図ることが必須・不可欠である。しかしながら、稲作先進国では、既に耕

種法の機械化が進んでおり、本計画で推奨したい農具・農機具類の入手は困難な状況と

なっている。従って、この計画では、必要となる農具・農機具を開発地域内で製作して

普及することとしたい。農具・農機具の製作は、地域の雇用機会を創造する意味におい

ても評価できるものと思料する。 
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以上のプログラムの実施については、幸い、JICAが既に無償資金協力事業の一環として

建設した「Nakawa職業訓練所」の施設が機能しており、また、他方、開発対象地域には、

指物師（家具大工）、溶接工、鍛冶師等、基礎的技術に習熟した技能者がおるので、農具・

農機具製作に必要な技術の教育・訓練を行えば、十分短期間に目的を達成できる要素が

整っている。 

以上を背景として、本計画では、可能な限り早い時期にNakawa職業訓練所を利用した技

術移転計画を展開し、中期計画当初段階から地域内での農具・農機具製作・販売の体制

を確立することとしたい。なお、この技術訓練は、2008年度内に「要員募集」にかかる

事務的手続きを行い、年後半には約３ヶ月コースで実施する計画である。訓練要員は、

それぞれ、指物師（家具大工）15名、溶接工15名、鍛冶師15名を予定している。 

中・長期計画 

生産技術開発コンポーネントの中・長期計画では、短期計画の中で作りあげた体制を自

立させ、技術的な習熟を図りながら開発規模を拡大する。従って、この段階における試

験研究改善、種子増殖・生産及び耕種法改善のプログラムは、自立した体制下で継続す

ることになる。 

水稲栽培に対するNAADSの支援は、現在までのところ、ドホ灌漑スキームを除き他には

殆ど適用されていない。これは、ウガンダ国政府側に、水稲栽培を支援できる機能が無

く、また、民間の関連機関においても同様技術的体制が整っていないことに原因してい

る。従って、本計画においては、先の短期計画に引き続き稲作技術要員の養成を行うこ

ととした。ここで養成された普及員は、NAADS計画の認定基準に基づき、①NAADS 
Service Provider（稲作専門技術員）または②Extension Service Staff（稲作技術改良普及員）

となる。 

中・長期計画における稲作改良普及員の養成計画 

稲作改良普及員養成対象者 
実施計画の  

時期 
稲作開発   
スキーム数 NAADS     

プロバイダー
県農業改良
普及員 

NGO      
農業要員 

稲作改良普及
員養成予定総
数 

稲作改良普及員一
人当たり担当スキ
ーム数 

中期計画 400 21 21 20 62 7 

長期計画 1,537 21 21 65 107 12 

合 計 2,000 42 63 95 200 10 

注： 合計は、先に述べた短期計画の員数を加えたスキーム全体の数値を示す。 

全般に必要となる技術要員の訓練は、計画の実施進捗に合わせ概ね長期計画期間の早い

時期に完了する。この段階で、訓練し、且つ、小規模灌漑スキームを中心に配置した技

術要員を稲作技術普及連絡網の中で組織し、稲作専門技術員、稲作技術改良普及員並び

に稲作農家三者の緊密な連絡が維持できるよう図る。また、この技術連絡網の機能をベ

ースとしてNAADSの本計画事業に対する支援を勝ち取り、稲作生産並びに生産米の商業

化の促進を図る。 

耕種法の改善計画では、訓練を受けた稲作改良普及員の指導下で各スキーム毎に展示圃

を設置し、スキーム内農家の技術訓練と改良耕種法の普及を行う。以上の技術展示と農

民に対する技術訓練には、先の短期計画で実施する農具・農機具製作技者訓練で製作が

可能となる農具・農機具を使い改良耕種法の効率的習熟を図る。主たる農具・農機具は、

馬鍬（代掻き機）、田植え定規、除草機、足踏み脱穀機、唐箕、リヤカー、牛車等である。
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農具・農機具の製作と普及には、すでに述べたMicro-Creditを適用し製作者側と農民双方

の財政的負担の軽減を図ることとする。 

稲作スキームから排出される副産物（収穫残差並びに加工残差）を有効利用する、所謂、

資源循環型農業（有機農業）の推進は、①水田のみならず畑地の地力保全対策としても

極めて効果的である。また、②畜産、水産振興を支援する資材としても有効であり、更

に、稲藁堆肥を利用したマッシュルーム栽培の導入等、新しい収入源の創造にも大きな

可能性として期待できる。従って、稲作スキームの規模が拡大する中・長期の計画では、

漸次、これら副産物の利用にかかる技術の移転を図り、地域産業の振興を支援すること

としたい。 

(3) 組織・制度開発コンポーネント 

本コンポーネントで構想した持続型灌漑開発のための農民組織育成プログラムは、灌漑

施設の建設計画の進捗に併せる形で以下のとおり実施する。 

短期計画 

短期計画では、6.3.2節に示すA//Pのとおり県職員、郡職員及び農民代表を対象とした訓

練を実施する。また、県職員対象の2日間のガイダンスでは、各県におけるタスクフォー

スの設立を指導する。参加者は、対象21県各県からの農業、湿地、環境、組合、コミュ

ニティー開発担当の各職員及びNAADSコーディネーターのうち2名とする。また、ガイ

ダンスを受講した職員は、郡職員・農家対象訓練を灌漑施設建設の進捗に併せて適宜、

対象地区において実施する。訓練参加者数は下表の通りである。 

農民組織育成訓練プログラム参加者数（短期計画） 
短期計画  

2008年 2009年 2010年 

各県のパイロット 
スキーム開発の数 

1 1 1 

42 42 42 県職員/NAADS 
コーディネーター 2人 x 21 県 2人 x 21 県 2人 x 21 県 

21 21 21 
郡職員 

1人 x 21 県 1人 x 21 県 1人 x 21 県 
42 42 42 

農民代表 2人/ｽｷｰﾑ x 21県 2人/ｽｷｰﾑ x 21県 2人/ｽｷｰﾑ x 21県 

中・長期計画 

中期計画では、短期計画と同様に県職員の訓練を実施する。しかし、訓練対象は、Kumi、
Bukedea、Soroti、Iganga、Namutumba、Butaleja、Toro、Pallisa、Budaka各県の県職員、郡

職員及びNAADSサービスプロバイダーとする。これらの県では、長期計画の中で多数の

小規模灌漑スキーム建設が計画されており、農民訓練も頻繁に実施されるため、そのた

めの人材育成が必要となる。  

中・長期計画では、農民組織の育成を訓練された県・郡の職員あるいはNAADSサービス

プロバイダーが行う。中期計画では、10灌漑地区を1つの訓練対象グループとし、また、

長期計画では15灌漑地区を1つの訓練対象グループとして実施する。 
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また、短期計画実施中に育成された組織については、コメの生産及び組合活動のための

資金基盤ともに安定することが予想される。従って、更なる組織の自立と発展性を高め

るため、組合への登録あるいは市場に目を向けた活動が可能になるような組織形態への

アップグレード化を進める。これには、県組合担当職員や、Uganda Cooperative Alliances
及びSouth Eastern private Sector Promotion Enterprise Ltd.からの支援が必要になる。下表に

示すのは、中・長期計画それぞれの訓練予定者数である。 

農民組織育成訓練プログラム参加者数（中・長期計画） 
 中期計画 長期計画 

各県の小規模灌漑スキーム開発の数 400 1,537 

職員による訓練実施回数 3 0 

54 0 職員の訓練参加者数 
（各県から2人として計画*） 2人x 9県 x 3年 0 

40 103 
農民訓練の回数 (各訓練は10スキームを対

象に実施) 
（各訓練は15スキームを対

象に実施） 
40 103 

郡職員参加者数 
1職員 x 40スキーム 1職員 x 103スキーム 

800 3,074 
農民代表参加者数 2人/スキーム x 400 

スキーム 
2人/スキーム x 1537 

スキーム 
注*：各県2人の訓練参加者は、県、郡及びNAADSサービスプロバイダーから選定される。また、ここ

で対象とする県は、小規模灌漑スキーム開発ポテンシャルが大きいKumi、Bukedea、Soroti、Iganga、
Namutumba、Butaleja、Toro、Pallisa、Budakaの9県である。 

(4) 湿地環境保全コンポーネント 

灌漑開発地区は、概ね500ha規模の流域を１つの開発単位として捉え、この中に含まれる

小規模灌漑スキームをグループとして編成する構想である。従って、D/Pで計画対象とさ

れている2,000の小規模灌漑スキームは、各県毎の流域単位のグループ化により50流域の

灌漑開発地区に集・統合される。本来、環境ガイドラインによれば、D/Pで計画されてい

る2,000の小規模灌漑スキームそれぞれについて「計画概要書（Project Brief）」、「湿地管

理計画」及び「流域モニタリングシステム」の作成が義務付けられているが、この計画

では、流域単位での灌漑スキームのグループ化による50流域について組織的に対応する

こととし、労力と経費を軽減する。学習段階（Learning Stage）とされている短期計画で

は、各県について1冊の計画概要書を作成する。計画概要書は、プロジェクトで雇用され

た現地環境専門家が県農業担当者と協力して作成することとする。なお、EIAはダム計画

のある流域の全てで実施する。 

湿地管理計画は、湿地利用に対する環境保全計画の強化を目的に策定する。また、この

計画書は、湿地を利用している他の利用者、例えば内水面漁業者や畜産農家等、ステー

クホルダー間の軋轢を緩和・回避するガイドラインとしても位置付ける。短期計画の中

では各県毎に一つの湿地管理計画書を作り、湿地利用ステークホルダー間の調整並びに

適切な水利・湿地保全の対策に資する。湿地環境モニタリング体制も短期計画のなかで

設立することとする。灌漑稲作による水質及び土壌への影響は、このモニタリングの体

制をもって継続的に監視される。 
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5.5 D/P 事業費（英文報告書 5.5） 

D/P実施にかかる事業費は、概算で次のとおりである。 

D/P 事業費 
   (単位：Ush. 000) 

開発コンポーネント 概算事業費 

小規模灌漑スキーム開発  

土地・水資源開発 113,071,080 

生産技術開発 7,985,825 

組織・制度開発 806,296 

環境保全 2,049,136 

マネージメントコンサルタント 12,391,234 

小 計 136,303,571 

ドホ総合開発計画  

 F/S調査 2,865,650 

 建設事業 27,750,000 

小 計 30,615,650 

合 計 166,919,221 

 

5.6 D/P 実施スケジュール（英文報告書 5.6） 

D/P実施スケジュールは、5.4.4節に述べた実施計画に従い、2008年から2017年までのD/P
実施期間中について作成した。 

 
5.7 プロジェクト評価（英文報告書 5.7） 

5.7.1 概要（英文報告書 5.7.1） 

策定したD/Pの妥当性については、経済及び財務の両面から検討・評価した。D/Pの経済

的妥当性は、事業全体の経済内部収益率（EIRR）、便益費用比（B/C）並びに純便益の現

在価値（NPV）を算定して評価した。また、財務分析は、灌漑スキーム内の標準的農家

について農家経済の収支の中で「水利費に対する支払い能力」を要点として分析した。 

5.7.2 経済評価（英文報告書 5.7.2） 

D/P事業費の内訳は、取水施設建設費、小規模ため池建設費、維持管理費、生産技術開発

費、組織・制度開発費及び環境保全費等である。また、D/Pの経済便益は、D/Pを実施し

た場合と実施しなかった場合それぞれの作物生産純収益の差額を「開発による増加便益」

として次のとおり算定した。 

D/P 実施による便益 
 (単位: Ush.’000/ha) 

  便 益 

既存施設改修 2,276 
既存施設改良 2,276 
水田への転換 2,540 

小規模灌漑スキーム開発 

新規開発 2,713 
収量 4 ton/ha (整備途上) 877 
収量 5 ton/ha (整備途上) 1,741 ドホ総合開発計画 

収量 6 ton/ha ( 終目標) 2,599 
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以上の費用及び便益に基づき分析したEIRR、B/C及びNPVは次のとおりである。 

D/P の経済評価 
 EIRR B/C (12%) NPV (12%) 

小規模灌漑スキーム開発 22.3 % 1.61 610億ｼﾘﾝｸﾞ  

ドホ総合開発計画 29.7% 1.87 190億ｼﾘﾝｸﾞ  

以上の評価結果に示されるとおり、小規模灌漑スキームとドホ総合開発双方の計画は経

済的に妥当であると評価できる。また、小規模灌漑スキーム開発計画の「費用と便益の

変動」に対するEIRRの感度分析を以下のとおり行なった。分析結果は、両計画とも費用

の増加と便益の減少がそれぞれ10％の範囲までであるが変動に対しても「妥当」と評価

できることを示している。 

EIRR 感度分析 
(単位:％) 

小規模灌漑スキーム開発 ドホ総合開発計画 
収量の減少 収量の減少 建設費の増加 

0％ -10％ 0％ -10％ 
0％ 

+10％ 
22.3 
20.3 

18.3 
16.4 

29.7 
26.2 

25.2 
21.9 

 

5.7.3 財務分析（英文報告書 5.7.3） 

灌漑スキームには、既に述べたとおり「小規模ため池が建設されるもの」と「建設され

ないもの」の二つのケースがあり、また、灌漑開発については、4つの類型に区分できる。

従って、D/Pの財務分析は、それぞれのケースについて分析を行い、妥当性を評価した。 

小規模ため池を建設しない灌漑区での農家収支分析 
(単位：Ush.’000/農家/年) 

小規模灌漑スキーム開発 

既存施設改修 既存施設改良 水田への転換 新規開発 

 

Without 

project 

With 

project

Without 

project

With 

project

Without 

project

With 

project 

Without 

project 

With 

project

農業純所得  429 747 665 983 944 1,447 671 1,173

農業外所得 133 141 132 142 151 197 446 531

純所得合計 562 889 797 1,125 1,095 1,644 1,117 1,704

生計費 476 714 545 818 734 1,101 973 1,459

純保留分 86 174 252 307 361 543 144 245

水利費  19 21 47  53

純保留に占め

る割合 

 11% 7% 9%  22%
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小規模ため池を建設する灌漑区での農家収支分析 
(単位：Ush.’000/農家/年) 

小規模灌漑スキーム開発 

既存施設改修 既存施設改良 水田への転換 新規開発 

 

Without 

project 

With 

project

Without 

project

With 

project

Without 

project

With 

project 

Without 

project 

With 

project

農業純所得 429 963 665 1,199 944 1,662 671 1,389

農業外所得 133 141 132 142 151 197 446 531

純所得合計 562 1,104 797 1,340 1,095 1,860 1,117 1,919

生計費 476 714 545 818 734 1,101 973 1,459

純保留分 86 390 252 522 361 759 144 461

水利費（%）  45 47 72  79

純保留に占め

る割合 

 12% 9% 9%  17%

以上の分析の結果、いずれのケースとも、生計費が事業実施前の1.5倍に増えると想定し

た上で、なお、相当額の留保金（貯蓄）が期待でき、この中からの水利費（留保金の9％
から 大17％）の支払いは十分に可能であり、従って、計画した開発事業は財政的にも

妥当であると評価できる。 

 

6. アクションプラン（英文報告書 CHAPTER 6） 

6.1 はじめに（英文報告書 6.1） 

インテリムレポートに提示したA/P案は、代表地域として選定した4つのA/P実施地域を対

象に「土地・水資源開発プログラム」及び「環境保全プログラム」の適用を限定的に計

画したものである。また、このA/P案は、P/Pの実施計画策定の基礎となったものである。

しかし、P/P事業の実績として以下に要約したとおり（Pilot Project Reportの4.7.2節参照）、

対象地域各県のこの計画事業の推進に対する対応は極めて積極的であり、A/Pの実施は、

代表地域に特定せず、計画地域全域の21県を対象に県単位の実施体制を作って取り組む

ことが地域のニーズに も則したものといえる。 

1) 土地・水資源開発の主要部分は灌漑開発であるが、このプログラムに対するニ

ーズは全調査対象地域において非常に高く、A/P案で対象とした地区外の一部で

は、P/Pで導入した技術適用による灌漑開発が既に開始されている。 
2) 灌漑施設整備を実施していない9 P/P地区の組織開発及び水稲生産技術開発の成

果はかなり満足できるもので、これら9地区は既に各県の稲作開発センターとし

ての機能・役割を果たし始めている。こうした地区をA/Pに含め灌漑施設整備を

行うことにより、D/Pの中・長期計画の基地として十分に機能することが期待さ

れる。 

従って、本章に記載するA/Pは、P/P事業の教訓を踏まえて 終的に変更したものである。

この変更に伴い、A/Pは、D/P短期計画の全プログラムをカバーするものとなっている。

但し、A/P策定の基本は、県類型化のコンセプトに準じており、土地・水資源開発及び環

境保全プログラムは、グループ１から４に分類された各県の地域特有課題に対応するも

のとして編成されている。 
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6.2 地域特有課題に対応する A/P（英文報告書 6.2） 

6.2.1 土地・水資源開発（英文報告書 6.2.1） 

A/Pの実施計画については次の２つのアプローチが考えられる。一つは、小規模灌漑（パ

イロットスキーム）の開発に対する種々の阻害要因があり、D/P実施をスムースに進める

ためには、これらの問題を先ず解決する必要がある。もう一つは、湿地の環境保全を行

いながら、持続可能な賢い方法で灌漑事業をどのように進め、実施していくかを既に実

施したP/Pの経験を基に20,000haの地区を順次且つ段階的に開発することである。 

(1) D/P実施の準備段階としての対策 

地域特有課題に対する土地・水資源開発のA/P段階における基本的な対策とは次の事項を

実施・完結することである。 

- 灌漑技術者の人材育成計画 
- パイロットスキームの計画作成及び灌漑技術者のOJT 
- 小規模灌漑の事業実施計画 
- 小規模ため池開発のF/S調査 
- 水利組合の管理と施設維持管理 

(2) 持続可能な湿地開発手法の確立 

- 限られた水資源を有効に利用するために、水田開発における流域（集水域）は

Elegon山流域の地区において水田面積の20倍以上、低平丘陵地の流域において

は40倍以上を確保する。 
- 灌漑用水路を整備し、現在の田越し灌漑に比べて水資源をより有効且つ均等に

配分でき、また、持続的に施設利用のできる仕組みを構築する。 
- 以上の灌漑システムは、また、水田内における水位を制御し、水稲の生育環境

に応じた水管理と収穫期の迅速な排水を可能にする。 
- 適切な水管理の適用は、統一・調整された作付け体系の運用を可能にし、水稲

二期作を導入しても概ね2ヶ月の作付け休閑期の余裕が確保でき、適切な施設維

持管理の運営が可能となる。 
- 2ヶ月間の作付け休閑期は、水田土壌の風化（酸化）を助け、土壌の理化学性の

改善と湿地環境の保全に対する効果が期待できる。 
- 作付け休閑期の田干しは、伝染病の媒介体といわれる巻貝や蚊の繁殖環を断ち

切る効果が大きく水媒介の伝染病の軽減に寄与する。 

(3) A/P対象地区における実施計画 

土地・水資源開発の実施に当っては、次に示す旧13県の類型化の結果をそのまま21県に

適用して行う。 

1) グループ１： 既存水田の改修（Rehabilitation）と水源開発による灌漑保証率の

改善と安定化 
2) グループ２： 既存水田の改良（Improvement）と水源開発による灌漑保証率の

改善と安定化 
3) グループ３： 生産基盤整備を行い季節的湿地内における畑作物から水田稲作

への転換または田畑輪換を含む耕種の多様化（Diversification） 
4) グループ４： 新規灌漑水田開発 
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各グループ別及び県別の10 haを開発単位とするパイロットスキームのA/P期間中の計画

実施数は以下のとおりである。 

A/P 期間中の県類型別及び県別のパイロットスキーム開発数 

Category Original District
(13 Districts) 

New District
(21 Districts)

A/P Construction 

Namutumba 3 Iganga Iganga 3 
Butaleja 3 Tororo Tororo 3 
Budaka 3 

Group-1 
(Rehabilitation) 

Pallisa Pallisa 3 
Mayuge Mayuge 3 
Bugiri Bugiri 3 
Busia Busia 3 

Manafa 3 
Mbale 3 Mbale 
Bududa 3 
Kaliro 3 

Group-2 
(Improvement) 

Kamuli Kamuli 3 
Sironko Sironko 3 

Kumi 3 Group-3 
(Diversification) Kumi Bukedea 3 

Soroti Soroti 3 
Amuria 3 Katakwi Katakwi 3 

Group-4 
(New Development) 

Kaberamaido Kaberamaido 3 

(4) 活動内容 

a. 灌漑技術者の人材育成計画  

i) 灌漑技術者の人材育成を先行する。特に県灌漑担当官（DIO）の養成は急務で

ある。これまでP/Pの実施の中でPIEを養成してきたが、A/Pの実施期間にこれら

の人材を更に教育・訓練しDIOにまで技術的なレベルアップを図り、各県5名宛

て配属できる体制とする。この訓練はドホ灌漑スキームもしくはP/P事業の中で

建設を行った４ｹ所の代表的P/P地区で行う。 
ii) MAAIFの灌漑技術職員及び将来の灌漑技術者幹部を養成するため、灌漑先進国

への留学や研修制度を立ち上げ、毎年2名、3年間で都合6名を養成する。 
iii) 東部ウガンダの中心的位置に在って通信並びに交通の便の良いMbaleに本事業

実施のための「東部ウガンダ地方事務所（Project Office）」を開設し現場責任者

を常駐させる。Project Manager はMAAIFより派遣し、県と中央関係官庁及びド

ナーとの連絡・調整や事業の予算措置、実施事業の監理等を行う。 

b. 計画作成及びOJTの時期 

i) MAAIFの東部ウガンダ地方事務所は、各県のDIOと協力し、各県における湿地

の利用に関して調査団が作成したインベントリーを基に湿地及びそれらを利用

している農家等の調査を行い、湿地開発のポテンシャリティから開発候補地を

選定し、短期・中期・長期の開発計画を立案しておく。 
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ii) 一方、短期計画におけるパイロットスキームの開発予定は、各県1年1ｹ所である

から、調査団がP/P事業の中で養成したPIEを中心として、このA/P並びにP/P事
業で建設したP/P地区をベースに県の職員のOJT訓練を行う。 

iii) 短期計画期間中に、県職員の教育・訓練を実施P/P地区の現場並びにドホ灌漑ス

キームの施設を利用して集中的に行う。また、これら県職員は、毎年2名宛て養

成されるMAAIFの灌漑技術職員と連携を図り、開発候補地の灌漑・排水計画書

を作成する。 
iv) 各県の開発候補地からA/P実施地区3ヶ所を選定し、現地農家の開発実施にかか

る合意形成と農民組織の編成を進めWUAを設立する。 
v) 開発スキームの実施に先がけ、DIOは計画概要書を作成してNEMAから工事着

工許可を取得する。 
vi) CWMPを作成し、WAの設立、登録をNEMAに対して行う。 

c. 小規模灌漑事業実施計画 

A/Pでは、対象地域全体で63スキーム（21県 x １スキーム/年 x 3年）を建設する。

このA/P実施における主目的は、各県単位で小規模灌漑スキームを建設し、灌漑と

稲作並びに開発スキームの農民による組織的運営技術にかかる普及拠点を構築す

ることにある。こうした実地の実施経験を踏まえて育成された灌漑技術者は、次の

中期・長期計画を実施できる能力を培うことになる。 

d. 小規模ため池開発のためのF/S調査 

更に、開発候補地の中から小規模ため池建設の候補地についても検討を行ない、各

県で優先順位の高い２つのスキームを選定する。小規模ため池計画の推進にはロー

カルコンサルタントの徴用を図り、A/P実施の3年の期間内に小規模ため池の設計、

工事費、施工計画を策定し、NEMAとの交渉とEIAを行う。この小規模ため池計画

は、多くて各県2ｹ所、全体で22ｹ所を想定し 有力候補地を優先して実施計画を策

定する。なお、F/S調査が完了した地区からため池内の敷地の収容について現地住民

と交渉を開始する。用地の収容は、無償での提供を基本とする。なお、用地の収用

に代償が必要な場合には、ため池内での養魚権の提供を提案することも考えられる。 

e. 維持管理 

工事が完了した地区から、農民による組織的な維持管理を開始し、DIO、MAAIFに
よる訓練指導を展開する。 

6.2.2 環境保全（英文報告書 6.2.2） 

環境保全に関する活動は以下の通りである。 

1) NEMAへの小規模灌漑スキーム実施の認可申請のための計画概要書の作成 
2) 農民グループの湿地保全の組織機能的役割を強化し、地域湿地の管理計画を策定す

る。 
3) 季節的湿地における灌漑稲作のための利用権の付与 
4) 年に3回行う水質検査並びに2年毎に年2回行う土壌分析を通じて湿地保全のモニタ

リングを行う。水質検査の試料採取は流域の上流部と下流部で行う。土壌モニタリ

ングのためのサンプリングは、流域の上･中･下流それぞれの河川の両岸において行

う。サンプリングは県農業事務所、並びに3年間のA/P実施期間の初年に教育・訓練

する郡農務官及び現地農家により継続的に実施される。 
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なお、上記2)の湿地保全の組織機能的役割の強化に関しては、組織・制度開発プログラ

ムの中で実施することとする。 

 
6.3 地域共通課題に対応する A/P（英文報告書 6.3） 

6.3.1 生産技術開発（英文報告書 6.3.1） 

稲作生産技術開発に必要な行動計画は次のとおりである。 

(1) 稲作試験圃の設置と品種適応試験、作付け適期試験、施肥試験及び栽植密度試験の

実施 

稲作試験は、稲作耕種法の改善を適性に推進するための手段として捉え、現在、NARO
が提唱している「受益者参加型作物試験」の趣旨に沿ってその実施計画を策定した。実

施計画の概要は次のとおりである。 

- 試験圃場の規模： 0.4 ha 
- 試験圃場の設置場所：ドホ灌漑スキームの一画 
- 試験項目と目的： 

a. 品種適応試験： 地域に適応する品種（特に、高い収量性、耐病性及び耐脱粒

性に留意）の選定と水稲の作物特性を理解するための品種展

示 
b. 作付け適期試験： 作付け適期の特定（適正作付け体系の設定）と作物の生育状

況から作付け適期を理解するための各種作期の展示 
c. 施肥試験： 堆・厩肥と化学肥料の施肥の適量を定めることと施肥技術と

施肥効果の展示 
d. 栽植密度試験： 苗の本場における 適栽植密度の特定と栽植密度が水稲の

生育並びに管理作業に及ぼす影響を理解するための展示 
- 圃場試験実施要員： 各年の稲作技術訓練課程履行者が実務の実地訓練の一環と

して行う 
- 指導機関： 国家作物資源機関 (NCRI) 
- 試験用品種： 世界のコメ生産先進国で奨励されている優良品種の中から

適応品種を選定する。選定品種の種子はWARDA, IRRI 並び

に東南アジア諸国の支援ルートを経て入手できる。 

(2) 以上の試験圃の機能を利用した稲作技術改良普及員の指導・訓練の実施 

稲作技術改良普及員の指導並びに実地の技術訓練は、ドホ灌漑スキームの一画に設置す

る上記試験圃場での活動をベースに年一回、主雨期の水稲作期に実施する計画である。

訓練課程は以下に要約するとおりである。 

- 訓練教程： 毎年一回、主雨期の3月から7月の作期を利用 
- 訓練対象者： 農業改良普及員、農業担当技官、NAADS 専門技術員並び

 にNGO農業技術要員、また、種子農家候補も含む。 
- 一教程規模： 一教程当たり35 人内外 

訓練教程の概要は以下のとおりである。 
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ドホ灌漑スキームにおける普及技術要員訓練教程 

 
教程 

日数 

水稲の生育 

過程 
主たる移転技術項目 

第1教程 4 苗代期 
播種前種子処理技術、播種密度及び苗代管理と苗の健康診

断技術等 

第2教程 6 苗移植期 
代掻きと均平技術、苗取り、正条植法、幼苗期の灌漑管理

等 

第3教程 5 分芡 盛期 
若苗期（分芡期）の灌漑と有効分芡促進技術、除草・肥培

管理技術、病害虫防除技術等 

第4教程 6 幼穂形成期 
高分芡・幼穂形成期の灌漑と無効分芡抑制技術、除草・

肥培管理、病害虫防除技術等 

第5教程 5 えい花分化期 
えい花分化期の灌漑と中干し（灌漑中断）管理技術、除草・

肥培管理技術等  

第6教程 4 出穂 盛期 
出穂-登熟初期の肥培管理、夾雑品種の選抜除外、病害虫

防・駆除技術、鳥・鼠害対策等 

第7教程 5 黄熟期 
登熟後半期の肥培管理技術、収穫適期診断技術、収量予測

調査技術、収穫・脱穀・乾燥調整技術等 

(3) 技術展示圃場の設置と適正耕種法並びに必要関連技術の展示 

この計画では、代表的A/P地域をもつ４県以外の17県についても技術展示圃場（0.4 ha）
を各実施パイロットスキームに設置し、適宜、稲作志向の農民に対する技術展示と実地

における技術訓練を通じて耕種法の改善と技術の向上を図る。 

(4) 定期的技術指導と稲作実地の農民訓練の実施 

各県毎に上記の技術展示圃場を使い、稲作農民に対する技術指導と耕種法の実地訓練を

行う。 

なお、以上の教育並びに実地訓練計画と平行し、各パイロットスキームから農民の代表

者（２名）を選出してA/P 地域のパイロットスキームに派遣し、更に密度の高い教育・

訓練を受ける外部計画も企画している。派遣される２名の代表農民は、受講後、直ちに

地元へ帰り、他のグループメンバーに技術移転または展示圃での技術展示を行う義務を

もつ。 

(5) 種子生産農家の訓練と優良種子の一般農家への配布･普及 

A/P 実施期間中、先ず、ドホ灌漑スキーム内で水稲種子生産農家の養成を図り、A/P 期
間内に開発される全スキーム（約630 ha）の稲作に優良種子を配布できるよう対処する。

種子増殖・生産計画の概要は次のとおりである。 

- 種子農家の訓練： 先に述べた稲作技術普及要員の訓練計画の一部として ド ホ

灌漑地区内で実施  
- 訓練対象者： ドホ灌漑スキーム内で選ばれた候補農家５名。  
- 種子生産圃場規模： 当初段階として0.5 ha (または0.1 ha/種子農家として5ヶ所) 

設置・運営 
- 期待生産種子量： 年産1,500 – 1,750 kg  

生産された優良種子を円滑且つ適期の配布を保証できる手段として、各関連県農業局事

務所、種子生産農家（将来は組合化）、種子会社並びにNCRI/NARO各間で緊密な連絡の

取れるように「技術・運営上の連絡体制」をこのA/P実施期間内に設定する。また、この

「連絡体制」を将来設置を予定している「種子銀行スキーム」の基礎的機能として育て

あげる構想である。 
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(6) 耕種法の改善をより効果的に推進するための適正農具・農機具の配布・普及 

既存の水稲栽培法を改善し、コメの生産性向上を図るには、適正な農具・農機具の導入・

普及が必要・不可欠である。従って、必要な農具・農機具を開発スキーム全体に広く普

及させる手段として、目的の農具・農機具をウガンダ国内で製作し、販売する計画とす

る。農具・農機具製造技術の訓練には、以下の教程を企画している。  

- 訓練教程の期間： 全体3ヶ月とし、2008年後半から 2009年の前半内で実施する。 
- 訓練施設･機能： 日本の無償資金協力で設置され、現在、JICAやNGO等の技術・

資金協力で運営されている「Nakawa職業訓練所」が便宜であ

る。  
- 訓練対象者： 鍛冶職、大工、溶接工等地方部の技能者を対象とし、各15名、

都合45名を予定する。 

なお、本格的な農具・農機具の製作は、中・長期計画の中で技術協力並びに資金協力を

具体化し実施に移す計画である。 

6.3.2 組織・制度開発（英文報告書 6.3.2） 

持続型灌漑開発、湿地を利用した稲作を推進するための農民組織は、水利組合（WUA）、

コメの生産及び市場流通を推進するための組合（Cooperative）、湿地利用者組合（WA）

以下の組織的な機能を持つことが必要である。従い、PRGA代表者には、組織の運営・管

理能力強化と持続的な発展のための能力強化を実施する。このための主要活動項目は以

下のとおりである。 

1) PRGAの機能と登録のための手続き 
2) PRGAの組織運営・管理・会計に関する能力強化 
3) 農業、環境、湿地等の各専門分野担当職員の協力・知識の共有を促進するためのガ

イダンスの実施 
4) 農業、環境、湿地等の各専門分野の県担当職員間の協力・調整システムの構築  

訓練プログラムの内容 

農民組織の運営にあたり、組織運営・管理、資金管理の知識・技術を中心とし、持続的

な湿地利用及び参加が灌漑開発に関し、農民代表に対して20日間7セッションの訓練計画

を策定した。また、農家の訓練に先駆けて、灌漑、農業、湿地、環境、組合、コミュニ

ティー開発の各担当職員を対象にした、ガイダンスを2日間にわたり実施する。ここでは、

ファシリテーションの技術、湿地管理、組織運営、参加型灌漑開発等に関する知識を共

有し、セクター間協力の重要性の認識を高める。また、県レベルでの調整システムとし

て、県レベルでのタスクフォースの設立も指導する。このガイダンスを受けた県職員が、

上述の農民対象訓練を実施する。訓練プログラムの中で計画した8セッションの内容は

5.4.3節に述べたとおりである。  

本訓練プログラムは、セッション1は県職員を対象に滞在型で実施し、ウガンダ人ファシ

リテーター（コンサルタント）がファシリテートする。セッション2から8は各灌漑開発

地区から農家代表2名と1名の郡職員を対象として郡事務所等の開発対象地区内で実施す

る。 

A/Pの期間中の訓練教程の受講者数は以下のとおりである。 
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A/P 期間中の訓練受講者数 
 A/P期間 
 2008年 2009年 2010年 

各県のパイロット 
スキーム開発の数 

1 1 1 

42 42 42 県職員/NAADS 
コーディネーター 2人 x 21 県 2人 x 21 県 2人 x 21 県 

21 21 21 
郡職員 

1人 x 21 県 1人 x 21 県 1人 x 21 県 
42 42 42 

農民代表 
2人/ｽｷｰﾑ x 21県 2人/ｽｷｰﾑ x 21県 2人/ｽｷｰﾑ x 21県 

6.3.3 ドホ総合開発計画のF/S調査（英文報告書 6.3.3） 

ドホ総合開発計画のF/S調査をA/P期間中に行う。このF/S調査は、本来のドホ灌漑スキー

ムに周辺地区も含めた調査として実施する。これは、Manafa川がドホ灌漑スキームの水

源のみならず、Lwoba地区等の周辺農家にも利用されているからである。 

ドホ灌漑スキームにおける 大の問題は、水利組合の組織的機能が弱く、施設の維持管

理が十分に行われていないばかりか、水利費の金額も少なく、且つ、徴収率も50％以下

と低い状況である。近年、水利組合は水利費をUsh. 4万/年に値上げし維持管理資金の確

保に努めているが、依然、徴収率が低く、組合活動も低迷している。 

ドホ灌漑スキーム並びに周辺地区を含むドホ総合開発計画の策定において考慮すべき重

要なポイントは以下の通りである。 

1) 周辺部の地区外農家も含めた農民組合、水利組合の統廃合計画を進め、新たな水利

組合組織並びに強制力を持った新たな水利組合規約を制定する。 

2) 将来の水争いを避けるためにドホ灌漑スキームばかりでなく周辺のLwoba地区等も

含め統合した地区として計画する。 

3) 現況の頭首工地点から約500m上流に新たに頭首工を建設する。現在のLwoba 地区の

幹線水路を改修し両地区全体の新たな導水路とする。取水工の直下流部分に沈砂池

を建設する。導水路及び幹線水路は砂質土壌の水路基盤構造に対する維持管理の手

間並びに費用を軽減するためライニングを行う。 

4) F/S調査の期間中に、航空測量、地積図作成とともにEIAを行い、NEMAの事業実施

許可を得る。また、CWMPを作成しWAを設立し、NEMAに登録する。 

5) 1997年から2003年のManafa川の流量観測データを使った概略の水収支計算の結果に

よると、月 小流量は2002年7月の3.337cu.m/secである。この値から考えると、この

地点では約2,000haの水稲二期作が十分可能である。また、水路のライニングによる

灌漑効率の向上や作付け時期の検討等を加えるとドホ灌漑スキーム並びに周辺地区

を含めた2,700haの灌漑が十分可能となろう。 

6) 現在の水利権は曖昧である。従って、全体計画ではドホ灌漑スキーム並びに周辺地

区を統一した灌漑排水システムとして水利権の登録する構想である。 

7) ドホ総合開発計画には、施設整備だけでなく、灌漑排水技術訓練センターの建設と

灌漑排水技術者及び農民の技術訓練計画も含めて構想する。加えて、水稲栽培技術
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にかかる普及関係者や農民の訓練も水稲栽培試験の実施や展示圃設置の中で行う企

画もこのF/S調査の中で検討する。 

 
6.4 A/P 事業費（英文報告書 6.4） 

A/Pの事業費は以下のとおりである。 

A/P 事業費 
                         （単位: Ush.‘000） 

コンポーネント 土地・水資

源開発 
生産技術 

開発 
組織・制度 

開発 環境保全 総事業費 

地域特有課題に対応するA/P - - - - 
Group-1 districts 2,239,720 - - 257,854 2,497,574
Group-2 districts 1,676,740 - - 201,511 1,878,251
Group-3 districts 1,444,400 - - 107,583 1,551,983
Group-4 districts 1,959,460 - - 143,444 2,102,904
地域共通課題に対応するA/P 966,951 166,743  1,133,694
マネージメントコンサルタント - - - - 916,441

合計 7,320,320 966,951 166,743 710,392 10,080,846

以上に加えてドホ総合開発計画の調査費Ush. 28.6億をA/P事業費に計上する。この結果

A/Pの総事業費はUsh. 129.4億となる。 

 
6.5 A/P 実施計画（英文報告書 6.5） 

A/P実施計画は、各プログラムの実施優先順位や水稲の作期等を考慮し、3年間にわたっ

て作成した。 

 

7. 結論と提言（英文報告書 CHAPTER 7） 

7.1 結論（英文報告書 7.1） 

農民参加型による持続型灌漑開発計画の実施は、P/Pの運営を通じて技術的・経済的に妥

当であることが実証された。また、ここに提案したA/P及びD/Pについても、ウ国の国家

目標である貧困削減対策に寄与できるとともに、零細な農家を湿地のWise Useに導く上

でも効果が高いことが確認された。 

 
7.2 提言（英文報告書 7.2） 

7.2.1 MAAIF への提言（英文報告書 7.2.1） 

MAAIFは、本プロジェクトの主管機関として主導権を握り、関係各省庁との連絡を密に

して以下の５点を早急に措置すべきことを提言する。 

1) NARO、NAADS、NEMA、MW&E、WID、DWD及び関係各県地方政府代表者を招聘

し、計画事業の進捗並びに運営をモニタリング・監理できる機能をもつ「運営委員

会（Coordinating Committee）」を設置する。 

2) 湿地を対象とした農業開発を進めるための政策と規制を設定し、同時に実施のため

の具体的な行動計画を策定する。このためには、NEMA とWID に協力を呼びかけ湿

地内の開発可能地（可耕地の範囲）を特定する必要がある。 
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3) 灌漑技術のみならず水資源利用のモニタリングと監理機能を含め持つ灌漑部局を新

設する。新設される灌漑部局は、灌漑開発にかかる法整備、灌漑開発スキームの企

画・設計、県政府に対する技術支援、灌漑施設整備事業の監督等を主たる責務とす

る。 

4) 関係各県政府を支援し、県レベルで湿地の開発と保全にかかるタスクフォースを組

織する。さらに、このタスクフォースの制度化、加えて、DIOの制度化を支援する。 

5) 現在推進されているNAADS事業のサービスを本計画事業の実施の中で円滑且つ効果

的に利用できるようにするためにも、既存PMAにおけるコメ（または水稲）の位置

付けを明確にする。 

7.2.2 NAROへの提言（英文報告書 7.2.2） 

NAROには、灌漑稲作技術の改善に向けて以下の事項について対策措置することを提言

する。 

1) ドホ灌漑スキームに設置した稲作試験の圃場施設及び機能を強化し、より集約的な

試験・研究を軌道に乗せ公式な活動として認定する。 

2) 優良水稲品種の原種の保存と普及品種の種子増殖が試験圃場の機能として確立する。 

3) 水稲種子の行政管理を担当し、種子生産と種子普及を監理する。 

4) NAROの持つ適正肥料と農薬を選定する制度的支援機能のもと、稲作に必要且つ も

適正な肥料と農薬を輸入できる指導体制を整える。 

5) 稲作試験・研究の圃場活動を直接的に利用し、稲作改良普及員や稲作地域の代表農

家、更には、水稲生産資材の販売に従事する業者（Stockist）等の教育・訓練を行い、

それぞれの稲作にかかる技術・知識の向上を図る。 

7.2.3 NEMAへの提言（英文報告書 7.2.3） 

NEMAには、早急な行動として次の対策措置を講じることを提言する。 

1) WIDや対象地域各地方政府等と協力し、現在、調査対象地域において一部の地方指導

者や技術者等が流言している湿地利用に関する矛盾したメッセージを早急に是正し、

湿地の適正利用に対する農民の危惧を払拭する。 

2) WID及びMAAIF等と協力して、絶対湿地保護地域と湿地自然環境保全地域を可及的速

やかに特定するとともに、農業生産活動を許容する可耕地を指定する。これら特定地

域の指定は、今後の湿地における自然環境保全と湿地の経済的適正利用を同時並行的

に進める上で重要且つ必須課題である。 

7.2.4 NAADSへの提言（英文報告書 7.2.4） 

NAADSには、次の2点について対策を講じることを提言する。 

1) 現行プログラムの中で水稲を支援サービス適用対象の有望な作物として取り上げる。

初の支援サービスは、稲作近代化を加速する意味から各県に設置・運営を開始して

いるP/P地区に適用する。 

2) 既存のNAADS・種子会社の販売や倉庫管理の機能等のサービスと合わせ、水稲種子生
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産の商業化推進を支援する。 

7.2.5 地方政府への提言（英文報告書 7.2.5） 

 各県政府には、本調査後の事業実施機関として「建設」及びその後の「運営・維持管理」

を行う義務と責任が生ずる。これら責務を円滑且つ効率よく遂行するには、各県政府と

も、本格的な建設工事の開始前に、技術要員の増強と教育・訓練による行政管理と技術

的指導能力の向上を図る等、計画事業の実施にかかるサービス機能を強化する対策が必

要である。これら準備への対応として県政府には、まず、地方行政府開発基金（LGDF）
の一部を使って必要経費の予算化を図る必要がある。開発対象地区（湿地の水田可耕地）

の選定（特定）もまた必須の課題である。また、各県政府は、MAAIF、ＮEMA、WID等

との緊密な連絡のもと、現在、一部地方の指導者や技術者等が流言している湿地利用に

関する矛盾したメッセージを早急に是正し、湿地利用に対する農民の不安感を払拭し、

安心して湿地のWise Useと取り組めるよう指導する。 
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